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養者の1 格確 査を終えて

今年度も医療費の適正給付のため、被扶養者の「資格確認調査」を実施させていただきましたが、アルバ

イトの収入超過等により、遡つて被扶養者取消を行う事例が多く見受けられました。

遡つて取消となられた方は資格喪失後にかかつた医療費及び給付金を共済組合に全額―括で返還してい

ただく事になりますので、くれぐれもこ注意ください。

また、被扶養者が20歳以上60歳未満の配偶者であつた場合は、国民年金第3号被保険者の資格も併せて

喪失しますので、取消日以降の国民年金保険料も遡及してこ自分で納めていただくこととなり、医療及び年金

面で思わぬ負担が生じます。被扶養者の要件を欠く場合は早急に共済組合までこ連絡ください。

今回多かつた取消の事例

蠅 隋
被扶養者である子がアルバイトをして

いて、所得証明書では年額約 110万円

だつたが給料明細書で月額を確認すると

非課税交通費が支給されており、非課税

交通費と合わせると108,333円を超え

る月が3ヶ月以上続いた。

遠隔地に住んでいる子どもが4月から

就職していた。

被扶養者である父が公的年金以外に

個人年金を受給していた。受給している

年金額を合わせると60歳以上の認定限

度額 180万円を超えることとなつた。

パートアルバイトをされている方で、こ注意いただきたいの

は「非課税交通費は収入に含まれる」という点です。

題か る者意麿唐瑶厖占賽髪讚墓墨恣塁£て
こないので支給されてしヽ

また、年額 130万円を超えていなくても、賞与、交通費等含め

た給料月額が「108,333円を超える月が三カ月以上続く」場

合は取消となります。

鮨蜀
就職先から保険証が発行されている場合は、就職日から取

消となります。また、就職後の取消申告が何ヶ月も後になつて

提出されることがあり、その間に共済組合の保険証が使用さ

れ、医療費の返納をお願いする事例が多くありますので、遠

隔地に住んでいる被扶養者の収入額等もしつかりこ確認くだ

さい。

聰黎
生命保険契約等の個人年金及び貯蓄型の個人年金は公的

年金等と同じ税法上の雑所得であるため

公的年金と同様に支払を受けた年金額を恒常的な収入とみな

し取消いたします。

特別支給の老齢厚生年金 (退職共済年金)を受給していて満

額支給対象の年齢となつた方、もしくは65歳となり老齢基礎年

金が支給となる方は必ず年金額の確認をしてください。

組合員証は大切に8

組合員証は小さなカードですが、時として数百万円の医療費を医療機関に支払う証ともなるものです。

紛失もしくは盗難等に遇われても組合員証等はキャッシュカードのように利用制限をかけることができません。取扱い

にはくねぐれもこ注意ください。

また証紛失の原因が、盗難等で他人に悪用さねる可能性がある場合は、必ず警察署に届出を行つておいてください。

なお、組合員証等の再交付にあたつては、「再交付申請書」を所属所を経由し共済組合に提出していただければ、速や

かに再交付いたします。

※「再交付申請書」は公立学校共済組合石川支部のホームページからダウンロードできます。
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